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平成２８年４月１４日 部長会議 
   

開催日時  平成２８年４月１４日（木） 午前９時から午前９時４０分まで 

開催場所  庁議室 

出 席 者  市長、副市長、教育長、総合政策部長、総合政策部理事（経営改革・草津未来研究所担当）、

危機管理監、総務部長（兼法令遵守監）、まちづくり協働部長、環境経済部長、健康福祉部

長、健康福祉部理事（健康福祉政策担当）、子ども家庭部長、都市計画部長、都市計画部理

事（都市開発担当）、都市計画部理事（都市再生担当）、建設部長、上下水道部長、政策監、

教育部長、教育部理事（学校教育担当）、議会事務局長、監査委員事務局長 

欠 席 者  なし 

議事概要  下記のとおり 

 

 

１．市 長 訓 示  

・市内で１４校目となる老上西小学校が開校した。また、矢橋ふたばこども園と笠縫東こども園の２つの市

立認定こども園が開園した。これまで携わっていただいた職員の皆様の御苦労に深く感謝申し上げる。

そういった施策、取組みが全国に誇れるものとなるよう、さらに一層よろしくお願い申し上げる。 

・老上西市民センターも４月１日からオープンした。老上西まちづくり協議会も設立いただき、本日、認定書

をお渡しする。 

・老上西小学校の開校により１４の小学校区ができ、それぞれの特色を活かしてまちづくりを進めていただ

くわけだが、市としての支援、また、地域の自立を促すように今後も取り組みをお願いしたい。 

・ジョイントライナーが３月２７日に発車式を行い、４月から本格的に運行している。南草津駅の混雑緩和

に期待をしている。 

・３月２９日に国の予算が成立した。それに伴い国費の内示があった。その中で草津川のテナントミックス

事業については大変な努力により厳しい競争の中、１００％の内示をもらえた。感謝申し上げる。その他、

要望した額に満たないものもあったが、それについて分析し、対応を協議して対策を行わなければならな

いと考えており、必要な協議をお願いしたい。 

・６月補正予算について、通常は予算を計上しないが、選挙後という特殊な事情もあり、必要な補正はして

いかなければならないと考える。 

・４月２４日に第４８回宿場まつりが開催される。多くの職員が運営に携わっていただいており、御苦労を

かけるが、よろしくお願いしたい。 

・４月２６日にイクボス宣言を行う。内容について、意識の共有が必要と考えており、男女共同参画推進本

部会議をそれまでに開いていただき職員の周知、意思の統一を行い、宣言により効果を発揮していく。で

きることから行っていくという雰囲気を宣言までに作り上げてほしい。 

 

 

２．審 議 事 項  

（１）草津市中学校給食実施基本計画策定方針（案）について【資料：審１－１・２】 

【教育部長から資料に基づき説明】 

・中学校給食の実施に向けて、「草津市中学校給食実施基本計画」を策定する。 
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・草津市に最も適した中学校給食の実施方式について検討し、課題整理を行う。 

・４月にコンサル委託業務の入札、契約、５月から９月に現状分析、方式のシミュレーション等を進め、１１ 

月にパブリックコメントを実施し、今年中の業務完了を目指す。 

・実施方式等検討委員会については、１０名以内の委員構成で５回の開催予定。 

・庁内の検討体制については、必要に応じて関係部署との調整を行う。 

・本日の部長会議後、市議会に方針の報告をする。 

 

【主な質疑・意見】 

・スケジュールで１月下旬からの事前調査とは何か。全項目にまたがっている理由は何か。 

→年内に実施方式を決定し、その後、その実施方式による次年度に向けた調整という意味。 

・運営方法は公設公営、公設民営の検討もされるのか。平成２９年度の用地調整の意味は何か。 

→業務仕様の中で、PFI を含めて運営形態の検討を行う。センター方式になると用地が必要であるため、

この計画策定の時点でその検討も行っていきたいという考えから、そのような表記をしている。 

・（市長）８月の中間報告、９月の実施方式の提案時期がスケジュールの山場である。非常にタイトなスケ

ジュールであるがよろしくお願いしたい。 

 

【結論】 

・審議了とする。 

 

 

３．重 要 報 告 事 項 

（１）草津市土地開発公社所有地売却に係る条件付一般競争入札の実施について【資料：報１－１・２】 

【総合政策部長から資料に基づき説明】 

・土地開発公社の保有地（上笠四丁目）を条件付一般競争入札より売却する。 

 

 

（２）庁議および市政戦略会議の運営方針の改訂について【資料：報２－１～３】 

【総合政策部長から資料に基づき説明】 

・庁議および市政戦略会議における円滑な会議運営のために、「庁議および市政戦略会議の運営方針」

の一部を改訂する。 

・（市長）市長訓示のみの場合は基本的に部長会議を開催しないことになるが、伝えておかなければなら

ない時は、必要に応じて実施することもある。 

 

 

（３）「ずっと草津」宣言ロードマップ策定に関するタウンミーティングの開催について【資料：報３－１】 

【総合政策部長から資料に基づき説明】 

・「ずっと草津」宣言ロードマップの策定に先立ち、タウンミーティングを開催する。 

・開催については議会にも案内し、ホームページでも公表する。 
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（４）平成２８年度町内会長（行政事務委嘱者）全体集会について【資料：報４－１】 

【まちづくり協働部長から資料に基づき説明】 

・５月２８日（土）町内会長全体集会を開催する。 

 

 

（５）働き方改革セミナー・「イクボス宣言」について【資料：報５－１・２】 

【総合政策部長から資料に基づき説明】 

・４月２６日（火）に働き方改革セミナーを２階特大会議室にて行う。 

・平成２６年度の平均の時間外勤務時間は一人当たり３０時間、有休消化が１０日前後となっている。メリ

ハリのある仕事の仕方を目指していきたいと考えており、率先して進めてほしい。 

・（市長）仕事の改革を意識的に進めていかなければならない。アウトソーシングの導入や資料の簡素化、

決裁の迅速化など、具体的な話も含めて進めていかなければならない。みなさんの知恵を絞っていただ

き、進めてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このページのお問い合わせ 

 概要作成担当   草津市 総合政策部 企画調整課 企画調整グループ 

    電話      077-561-2320 

    ファックス   077-561-2489 

    メール     kikaku@city.kusatsu.lg.jp 


